
組合運営組合運営

持分の譲渡について

あれこれあれこれ
質 問

回 答

中協法第17条第1項によれば、組合員はその持分の

譲渡について組合の承諾を得なければならないこ

とになっていますが、組合はその承諾を総会あるい

は理事会どちらで決定すればよろしいですか。

また、同条第2項においては、持分の譲渡人が組合員

でないときは加入の例によらなければならないこ

ととなっていますが、加入の例によるはどの範囲を

意味するのですか。

持分譲渡の承諾は、業務の執行に属すると考えられるので
加入の承諾の場合と同様理事会で決定すれば足ります。
「加入の例による」とは、加入の場合に準じて取り扱うと
いうことであるから、譲渡人は組合員たる資格を有する
者であって、かつ、その持分を譲り受けると同時に組合
に加入する意思を有していなければならないこととな
ります。また、組合の側においては、その譲渡の承諾に当
たっては、正当な理由がなければこれを拒否し、又は承
諾に際して不当に困難な条件を付してはなりません。
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補助金等のご活用をお考えの方へ
「ミラサポ」未来の企業★応援サイトのご案内
　中小企業庁では、中小企業小規模事業者の未来をサポートするサイト『ミラサポ』
（https://www.mirasapo.jp/）を立ち上げ、施策マップを掲載しています。
　国・都道府県・市区町村の支援施策が、ご希望の分野・対象・補助金額などで検索でき、詳細情報を最
大50件まで一覧で比較して見ることができます。ぜひ、ご活用ください。

官公需ポータルサイトリニューアルのお知らせ
　中小企業庁が運営する官公庁の入札情報検索サイト「官公需ポータルサイト」が、平成26年8月1日よりリ
ニューアルされました。
　国・独立行政法人、地方公共団体等がホームページ上に掲載している多数の入札情報をキーワードや、
各種絞り込み検索条件で簡単に探すことが出来ます。
　使いやすくなった「官公需情報ポータルサイト」を、ぜひご活用ください。
　また、ホームページアドレスが変更になりましたので、リンクをされている場合、リンク先変更等をお願い
いたします。

新ホームページアドレス　http://www.kkj.go.jp/

あなたも組合士に


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

